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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月2日(2020.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を使用した遊技が可能な遊技機であって、
　遊技者の操作に基づいて遊技媒体を発射可能な発射手段と、
　遊技の進行を制御する第１制御手段と、
　遊技媒体が流下する流下経路のうちの特定経路を流下するように遊技媒体を発射するこ
とを促進するための促進表示を表示可能な表示手段と、
　前記表示手段とは異なる手段であって、前記特定経路を流下するように遊技媒体を発射
することを促進するための促進報知が可能な報知手段と、
　前記表示手段及び前記報知手段とは異なる手段であって、遊技媒体を発射すべき経路が
前記特定経路であることを発光によって報知可能な特定経路対応発光部を含む発光手段と
、
　前記第１制御手段から送信される情報に基づいて、前記表示手段における表示を制御す
る第２制御手段と、
　優先度が異なる複数種類の事象に対応して異常を判定可能な異常判定手段と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたときに、該判定された異常についての報知
を行うことが可能な異常報知手段と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたことにもとづいて、該判定された異常に対
応した状態に制御する状態制御手段と、
　を備え、
　前記第１制御手段は、前記発光手段の発光および消灯を制御可能であり、前記特定経路
対応発光部の発光制御に伴って前記報知手段における前記促進報知を開始させるための特
定経路報知実行コマンドを送信する制御を行い、
　前記第２制御手段は、前記促進表示を表示する制御および前記報知手段による前記促進
報知の制御が可能であり、
　前記異常報知手段は、前記異常判定手段により新たに判定された異常の優先度が報知中
の異常の優先度よりも高い場合に該報知を終了して新たに判定された異常の報知を開始す
る一方、前記状態制御手段により制御されている状態が所定状態であるときに、前記異常
判定手段によって新たな異常が判定された場合において、異常の優先度にかかわらず前記
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所定状態の制御の契機となった異常についての報知を継続する
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１にあっては、遊技機において異常が発生し、該異常の発生を
報知しているときに新たな異常が発生した場合に、どちらの異常について異常報知を行う
かについて考慮されておらず、例えば、一律に新たに発生した異常について異常報知を行
うようにすると、その前に発生した異常が、遊技停止状態となるような重大な異常である
場合に、その遊技停止状態に制御される契機となった異常を確認できなくなってしまうお
それがある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、所定状態に制御される契機と
なった事象が確認困難となってしまうことを防ぐことができる遊技機を提供することを目
的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　手段Ａの遊技機は、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を使用した遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機
１）であって、
　遊技者の操作に基づいて遊技媒体を発射可能な発射手段（例えば、打球操作ハンドルや
打球発射装置）と、
　遊技の進行を制御する第１制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３）と、
　遊技媒体が流下する流下経路のうちの特定経路（例えば、右遊技領域１０Ｒ）を流下す
るように遊技媒体を発射することを促進するための促進表示（例えば、右打ち報知画像）
を表示可能な表示手段（例えば、演出表示装置５）と、
　前記表示手段とは異なる手段であって、前記特定経路を流下するように遊技媒体を発射
することを促進するための促進報知が可能な報知手段（例えば、右打ち報知用ＬＥＤ３０
）と、
　前記表示手段及び前記報知手段とは異なる手段であって、遊技媒体を発射すべき経路が
前記特定経路であることを発光によって報知可能な特定経路対応発光部（例えば、右打ち
表示部２５Ｄ）を含む発光手段（例えば、第１特別図柄表示器４Ａ、第２特別図柄表示器
４Ｂ、普通図柄表示器２０，第１保留表示部２５Ａ、第２保留表示部２５Ｂ、普図保留表
示部２５Ｃ）と、
　前記第１制御手段から送信される情報（例えば、実施例における右打ち報知用ＬＥＤ点
灯指定コマンドや、変形例１における遊技状態指定コマンド）に基づいて、前記表示手段
における表示を制御する第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　優先度が異なる複数種類の事象に対応して異常を判定可能な異常判定手段（例えば、Ｃ
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ＰＵ１０３が、図１２に示す各エラー（異常）の発生を判定する異常判定処理を実行する
部分）と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたときに、該判定された異常についての報知
を行うことが可能な異常報知手段（例えば、メイン側エラー処理のＳ４０７において、報
知中のエラーよりも優先度の高いエラーを判定した場合に、遊技停止フラグがセットされ
ていない場合には、優先度の高いエラーのエラー指定コマンドを演出制御基板１２に対し
て送信することにより、演出制御基板１２の演出制御用ＣＰＵ１２０が実行するエラー報
知処理において、該優先度の高いエラーのエラー報知を、既に実行されているエラー報知
に代えて実行する部分）と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたことにもとづいて、該判定された異常に対
応した状態に制御する状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が、Ｓ４１１において遊技球
の発射を禁止して遊技停止状態とする部分）と、
　を備え、
　前記第１制御手段は、前記発光手段の発光および消灯を制御可能であり、前記特定経路
対応発光部の発光制御に伴って前記報知手段における前記促進報知を開始させるための特
定経路報知実行コマンドを送信する制御を行い（例えば、ＣＰＵ１０３が図９に示す遊技
制御メイン処理のＳａ４６及びＳａ４７の処理や、図１８に示す大当り開放前処理のＳ３
０２及びＳ３０３の処理にて右打ち報知用ＬＥＤ点灯指定コマンドの送信設定を行うとと
もに、右打ち表示部２５Ｄを点灯する部分）、
　前記第２制御手段は、前記促進表示を表示する制御および前記報知手段による前記促進
報知の制御が可能であり（例えば、図２５に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０が右打
ち報知処理を実行することで演出表示装置５に右打ち報知画像を表示する部分、および、
右打ち報知用ＬＥＤ３０の点灯・消灯を制御する部分）、
　前記異常報知手段は、前記異常判定手段により新たに判定された異常の優先度が報知中
の異常の優先度よりも高い場合に該報知を終了して新たに判定された異常の報知を開始す
る一方、前記状態制御手段により制御されている状態が所定状態（例えば、遊技停止フラ
グがセットされている遊技停止状態）であるときに、前記異常判定手段によって新たな異
常が判定された場合において、異常の優先度にかかわらず前記所定状態の制御の契機とな
った異常についての報知を継続する（例えば、メイン側エラー処理のＳ４０７において、
報知中のエラーよりも優先度の高いエラーを判定した場合に遊技停止フラグがセットされ
ている場合には、優先度の高いエラーのエラー指定コマンドを演出制御基板１２に対して
送信しないことにより、演出制御基板１２の演出制御用ＣＰＵ１２０が、該優先度の高い
エラーのエラー報知を実行せずに、既に実行中のエラーの報知を継続する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、所定状態に制御される契機となった事象が確認困難となってしまう
ことを防ぐことができる。
　手段１の遊技機は、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を使用した遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機
１）であって、
　遊技者の操作に基づいて遊技媒体を発射可能な発射手段（例えば、打球操作ハンドルや
打球発射装置）と、
　遊技の進行を制御するとともに、電力供給の停止後に電力供給を受けた際に遊技状態の
復旧処理（例えば、遊技制御メイン処理におけるＳａ４１～Ｓａ４８）を実行可能な第１
制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３）と、
　遊技媒体が流下する流下経路のうちの特定経路（例えば、右遊技領域１０Ｒ）を流下す
るように遊技媒体を発射することを促進するための促進表示（例えば、右打ち報知画像）
と、前記復旧処理に関する復旧表示（例えば、電断復旧画面）とを表示可能な表示手段（
例えば、演出表示装置５）と、
　前記表示手段とは異なる手段であって、前記特定経路を流下するように遊技媒体を発射
することを促進するための促進報知が可能な報知手段（例えば、右打ち報知用ＬＥＤ３０
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）と、
　前記第１制御手段から送信される情報（例えば、実施例における右打ち報知用ＬＥＤ点
灯指定コマンドや、変形例１における遊技状態指定コマンド）に基づいて、前記表示手段
における表示を制御する第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記第２制御手段は、前記復旧表示とともに前記促進表示を表示する制御が可能である
（例えば、図２５及び図２７に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０が右打ち報知処理と
電断復旧画面表示処理を実行することで演出表示装置５に電断復旧画面と右打ち報知画像
とを表示する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技状態の復旧時において、遊技者の不利益の発生を低減すること
ができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記第２制御手段は、前記報知手段による報知を制御可能であって（例えば、図２５に
示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０がＳ７０５やＳ７０８の処理を実行して右打ち報知
用ＬＥＤ３０を点灯する部分や、Ｓ７１１の処理を実行して右打ち報知用ＬＥＤ３０を消
灯する部分）、
　前記第１制御手段から前記報知手段による促進報知を実行するための特定経路報知実行
コマンドを受信したことに基づいて、前記促進表示を前記復旧表示とともに前記表示手段
に表示する制御を行う（例えば、図２５に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０がＳ７０
４やＳ７０７の処理において右打ち報知用ＬＥＤ点灯指定コマンドの受信有りと判定した
場合にＳ７０５とＳ７０６、またはＳ７０８とＳ７０９の処理を実行し、右打ち報知用Ｌ
ＥＤ３０の点灯と演出表示装置５での右打ち報知画像の表示を開始する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、表示手段に促進表示を表示させるための個別のコマンドを設ける必
要がないので、コマンド数の増加を抑えることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　手段３の遊技機は、手段１または手段２に記載の遊技機であって、
　前記第１制御手段は、前記第２制御手段に対して所定時間間隔毎の送信タイミングにて
コマンドを送信可能であって（例えば、ＣＰＵ１０３が２ｍｓ毎に図１０に示す遊技制御
タイマ割込処理のコマンド制御処理（Ｓ２０）を実行して演出制御基板１２（演出制御用
ＣＰＵ１２０）にコマンドを送信する部分）、前記特定経路報知実行コマンドとは別のコ
マンドであって遊技状態が復旧したことを通知する復旧コマンド（例えば、電断復旧指定
コマンド）を、前記特定経路報知実行コマンドと同じ所定時間間隔における送信タイミン
グにて送信する（例えば、図９に示す遊技制御メイン処理のＳａ４６及びＳａ４８におい
て右打ち報知用ＬＥＤ点灯指定コマンドと電断復旧指定コマンドの送信設定を行い、同一
割込の遊技制御用タイマ割込処理にてコマンド制御処理を実行することで、右打ち報知用
ＬＥＤ点灯指定コマンドと電断復旧指定コマンドとを送信する部分）
ことを特徴としている。
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　この特徴によれば、復旧表示の表示開始時期と促進表示の表示開始時期とが異なってし
まうことにより、促進表示が見逃されてしまう等の不都合の発生を防ぐことができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　手段４の遊技機は、手段１～手段３のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記表示手段及び前記報知手段とは異なる手段であって、遊技媒体を発射すべき経路が
前記特定経路であることを発光によって報知可能な特定経路対応発光部（例えば、右打ち
表示部２５Ｄ）を含む発光手段（例えば、第１特別図柄表示器４Ａ、第２特別図柄表示器
４Ｂ、普通図柄表示器２０，第１保留表示部２５Ａ、第２保留表示部２５Ｂ、普図保留表
示部２５Ｃ）を備え、
　前記第１制御手段は、前記発光手段の発光および消灯を制御可能であり、前記特定経路
対応発光部の発光制御に伴って前記報知手段における前記促進報知を開始させるための特
定経路報知実行コマンドを送信する制御を行うとともに（例えば、ＣＰＵ１０３が図９に
示す遊技制御メイン処理のＳａ４６及びＳａ４７の処理や、図１８に示す大当り開放前処
理のＳ３０２及びＳ３０３の処理にて右打ち報知用ＬＥＤ点灯指定コマンドの送信設定を
行うとともに、右打ち表示部２５Ｄを点灯する部分）、前記特定経路対応発光部の消灯制
御に伴って前記報知手段における前記促進報知を終了させるための特定経路報知実行コマ
ンドを送信する制御を行う（例えば、ＣＰＵ１０３が図１７に示す特別図柄停止処理のＳ
１９６及びＳ１９７や、図１９に示す大当り終了処理のＳ３１６ａ及びＳ３１６ｂの処理
、図２２に示す小当り終了処理のＳ２５１及びＳ２５２の処理、にて右打ち報知用ＬＥＤ
消灯指定コマンドの送信設定を行うとともに、右打ち表示部２５Ｄを消灯する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特定経路対応発光部の発光状態と、報知手段における促進報知とが
連動するようになるため、報知手段における促進報知を適切に実行することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　手段５の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記第１制御手段から、遊技状態が復旧したことを通知する復旧コマンドを受信したこ
とに基づいて、前記促進表示を前記復旧表示とともに前記表示手段に表示する制御を行う
（例えば、変形例１に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０が、ＣＰＵ１０３が受信した
電断復旧指定コマンドから特定した遊技状態に基づいて演出表示装置に電断復旧画面や右
打ち報知画像を表示する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、表示手段に促進表示を表示させるための個別のコマンドを設ける必
要がないので、コマンド数の増加を抑えることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　手段６の遊技機は、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機であって、
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　遊技媒体が入賞不能または入賞困難な第１状態（例えば、閉鎖状態）と遊技媒体が前記
第１状態よりも入賞容易である第２状態（例えば、開放状態）とに変化可能であって、前
記特定経路に設けられた可変入賞装置（例えば、第１特別可変入賞球装置７Ａ及び第２特
別可変入賞球装置７Ｂ）と、
　遊技媒体が前記可変入賞装置に入賞したことに基づいて所定の遊技価値を付与可能な遊
技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図１０に示す遊技制御用タイマ割込処理におい
て賞球処理（Ｓ１２）を実行する部分）と、
　を備え、
　前記第１制御手段は、前記可変入賞装置を前記有利状態において前記第２状態に制御可
能であり、前記第１制御手段によって復旧された遊技状態が前記有利状態である場合には
、前記可変入賞装置が前記第２状態に変化する旨の表示を表示可能である（例えば、演出
制御用ＣＰＵ１２０が図２７に示す電断復旧画面表示処理のＳ６２５の処理を実行するこ
とで、演出表示装置５に大入賞口開放中画像を表示する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技状態の復旧時において、遊技媒体を入賞可能な第２状態に可変
入賞装置が変化することを遊技者に認識させることができるので、遊技者の不利益の発生
を低減することができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　手段７の遊技機は、手段１～手段６のいずれかに記載の遊技機であって、
　優先度が異なる複数種類の事象に対応しての異常を判定可能な異常判定手段（例えば、
ＣＰＵ１０３が、図１２に示す各エラー（異常）の発生を判定する異常判定処理を実行す
る部分）と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたときに、該判定された異常の優先度が報知
中の異常の優先度よりも高い場合に該報知を終了し、該判定された異常についての報知を
行う異常報知手段（例えば、メイン側エラー処理のＳ４０７において、報知中のエラーよ
りも優先度の高いエラーを判定した場合に、遊技停止フラグがセットされていない場合に
は、優先度の高いエラーのエラー指定コマンドを演出制御基板１２に対して送信すること
により、演出制御基板１２の演出制御用ＣＰＵ１２０が実行するエラー報知処理において
、該優先度の高いエラーのエラー報知を、既に実行されているエラー報知に代えて実行す
る部分）と、
　前記異常判定手段によって異常が判定されたことにもとづいて、該判定された異常に対
応した状態に制御する状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が、Ｓ４１１において遊技球
の発射を禁止して遊技停止状態とする部分）と、
　を備え、
　前記異常報知手段は、前記状態制御手段により制御されている状態が所定状態（例えば
、遊技停止フラグがセットされている遊技停止状態）であるときに、異常に対応する新た
な事象が発生した場合には、異常の優先度にかかわらず前記所定状態の制御の契機となっ
た異常についての報知を継続する（例えば、メイン側エラー処理のＳ４０７において、報
知中のエラーよりも優先度の高いエラーを判定した場合に遊技停止フラグがセットされて
いる場合には、優先度の高いエラーのエラー指定コマンドを演出制御基板１２に対して送
信しないことにより、演出制御基板１２の演出制御用ＣＰＵ１２０が、該優先度の高いエ
ラーのエラー報知を実行せずに、既に実行中のエラーの報知を継続する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、所定状態に制御される契機となった事象が確認困難となってしまう
ことを防ぐことができる。
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【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　手段８の遊技機は、手段１～手段７のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記第２制御手段は、複数の選択肢を表示可能であって（例えば、変形例２として図３
３（Ｂ）に示すように、演出表示装置５に大当り遊技中にスピーカ８Ｌ，８Ｒから出力可
能なＢＧＭ毎の選択肢を複数表示する部分）、
　前記複数の選択肢のうちからいずれかの選択肢が選択されたときに、該複数の選択肢の
表示を終了するとともに、該選択された選択肢に応じた制御を実行する制御実行手段を備
え（例えば、変形例２に示すように、遊技者等がプッシュボタン３１Ｂやスティックコン
トローラ３１Ａの操作によっていずれか１の選択肢を選択して決定操作を行うことで該図
３３（Ｂ）に示す画像の表示が終了し、演出表示装置５に大当り遊技演出としての画像の
表示と、決定された選択肢に応じたＢＧＭがスピーカ８Ｌ，８Ｒから出力される部分）、
　前記制御実行手段は、前記複数の選択肢の表示中に電源供給が停止した場合において、
電源供給が再開されたときには、前記複数の選択肢のうちの所定の選択肢に応じた制御を
実行する（例えば、変形例２に示すように、未だいずれのＢＧＭを出力するかが決定され
ていない状態においてパチンコ遊技機１への電力の供給が停止された場合は、パチンコ遊
技機１に電力が再投入されると、図３３（Ｂ）にて表示した選択肢のうち、１のＢＧＭ（
本変形例２では曲Ｃ）をスピーカ８Ｌ，８Ｒから出力するＢＧＭとして決定し、該決定し
たＢＧＭのスピーカ８Ｌ，８Ｒからの出力を開始する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、複数の選択肢が表示された状態で電源供給が停止したときにおいて
、該複数の選択肢のうちのいずれの選択肢が選択されているかに関わらず、電源供給が再
開されたときには、所定の選択肢に応じた制御が実行されることから、処理の軽減を図る
ことができる。
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